
公益財団法人ＳＢＩ子ども希望財団 報酬規程 
 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成18年法律第49

号）第5条第13号、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第3条

並びに定款第35条第1項及び17条第1項の規定に基づき、公益財団法人ＳＢＩ子ども希望

財団の理事、監事及び評議員（以下「役員等」という。）の報酬の支給の基準について定

めることを目的とする。 

 

（報酬支給対象者の範囲） 

第２条 この規程を適用する者は、役員等とする。ただし、ＳＢＩホールディングス株式会社及

び同会社のグループ会社の役職員の地位を併有する役員等は、報酬支給の対象外とする。 

 

（報酬の種類及び算定方法） 

第３条 役員等の報酬は、理事会及び評議員会等の会議（以下「会議等」という。）出席に対する

日当とする。 

  ２ 前項に定める日当は、役員等が会議等に出席する毎に1日あたり別表に定める一定額にて

算定するものとする。ただし、この日当は法令に基づき役員等の報酬から控除すべき金額

がある場合には、その金額を控除した後の金額とし、その金額を役員等に支払うものとす

る、 

 

（各役員等の報酬の決定方法） 

第４条 各評議員の報酬は、定款において定められた総額の範囲内で、別表の定めに従い、評議

員会の決議により決定するものとする。 

２ 各理事の報酬は、定款において定められた総額の範囲内で、別表の定めに従い、理事長

が理事会の承認を得て決定するものとする 

  ３ 各監事の報酬は、定款において定められた総額の範囲内で、別表の定めに従い、監事間

の協議により決定するものとする。 

 

（報酬の支払方法） 

第５条 役員等の報酬は、その全額を金融機関の指定口座への振込により支払うものとする。 

 

（報酬の支払日） 

第６条 役員等の報酬は、その会議等の開催された日から1ヶ月以内に支給する。 

 

（公表） 

第７条 この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。 

 

（改廃） 

第８条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 

 

（補則） 

第９条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

 

附則 

１．この規程は、この法人の設立登記のあった日（平成２２年３月１日）から施行する。 

２．この規程は、平成24年6月29日より一部改正、施行する。 

  



別表 

 

日当 

対象役員等 金額 

理事、監事、評議員 1日当たり、10,000円、30,000円又は100,000円 

 


